
（令和２年４月）

沖　縄　県

１　減免の対象となる障害者の範囲
（１）　身体障害者の範囲
　身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、下表による障害の程度の範囲に該当する者。

障害のある方本人またはご家族等が所有する自動車で一定の要件を満たす場合、申請によ
り、自動車税（種別割・環境性能割）を減免する制度を設けています。

 ★複数の障害があり、いずれの障害も下表で減免対象とならない場合でも、障害の合計指数による認定等級が１級
の場合は減免対象となります。

　級　別

　（注）　○は該当するもの、△は備考参照、×は該当しないもの、／は該当級がないもの。
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心臓機能障害

肝臓機能の障害
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呼吸器機能障害

じん臓機能障害

 ぼうこう又は直腸の
機能障害

 ヒト免疫不全ウィルス
による免疫機能障害

下肢不自由

体幹不自由

移動

障害者に関する自動車税 の減免等のしおり環境性能割
種　 別 　割

視 覚 障 害

聴覚障害

平衡機能障害

音声機能障害

上肢不自由 × ×

○ ○○

該 当 す る 障 害 の 程 度
 1 級  2 級  3 級  4 級  5 級  6 級



（２）　知的障害者の範囲
知的障害者で療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度がＡであるもの。

Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

○ × ×

（３）　精神障害者の範囲

（４）　戦傷病者の範囲
　戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、下表による障害の程度の範囲に該当するもの。

★

特別項症から第６項症までの各項症
及び第１款症から第３款症までの各款症

特別項症から第２項症までの各項症　
上　　肢

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行
令第６条第３項に定める１級の障害を有するものであって、かつ精神通院医療に係る「自立支援医療受給者
証」の交付を受けているもの。

障害が複数にわたる場合は、障害ごとの等級で判断します。

じ ん 臓

呼 吸 器

ぼうこう又は直腸

体　　幹

平　　衡

特別項症から第３項症までの各項症

該 当 す る 障 害 の 程 度
療育手帳 Ａ１
対象範囲 ○

音　　声

障害の区分
視　　覚
聴　　覚

下　　肢

該 当 す る 障 害 の 程 度

特別項症から第４項症までの各項症

特別項症から第３項症までの各項症

小腸

心　　臓



２　減免が受けられる自動車の範囲
運転者 使用目的

本人 特に問わない

生計を一にする者

本人

生計を一にする者

常時介護者

●

●

・　減免される自動車は、軽自動車を含め身体障害者一人について一台です。
・　手帳等による減免については、事業用の自動車は該当しません。

種　別　割 

本人

障害者手帳による減免を受けられない方でも、身体障害者等が利用するために、車いす昇降
装置、車いす固定装置又は浴そう等の特別な装置を装備した≪身体障害者用車両≫につい
て、減免制度を利用できる場合があります。

手続きに必要な書類や申請期限が異なりますので、詳しいことは事前に自動車税事務所、宮
古又は八重山事務所県税課までお問い合わせください。

・ 種別割の減免申請は本来、毎年度必要ですが、すでに減免を受けている自動車を引き続き
同じ目的で使用し初回の申請事項に変更がない場合は、継続して減免を受けることができます
（精神障害者保健福祉手帳による減免対象者を除く。）。
・ すでに減免をうけている車を乗り換えられる場合（抹消又は名義変更）には、新たな車につい
て減免申請を行う必要があります。申請を行わないと減免は継続しません。
　詳しい事については事前に自動車税事務所等までお問い合わせください。

・　４月１日後に名義変更で取得した場合は、納期限翌日から翌年度の納期限まで。
　　※減免対象年度は翌年度分

５　障害者に係るその他の減免

　＊　その他注意事項

４　減免額
当該自動車に係る自動車税（種別割・環境性能割）の全額を減免します。

環境性能割
・　登録（取得）の日

所　　有　　者

生計を一にする者

障
害
者
手
帳
に
よ
る
減
免

・　４月１日後に新規取得（新車新規及び中古新規自動車）した場合は、登録の日。

・　４月１日前から自動車を所有している場合は、納期限まで。

本人及び生計を一にする者
（身体障害者のみで構成され
る世帯に限る）

３　減免申請書の提出期限

身体障害者等のために使用す
るもの
（通院、通学、通所、生業等
も含め、日常生活および社会
参加における移動など）



身体障害者等（減免等級に該当する者をいう。）のために使用する自動車に係る自動車税（種別割・環境性能割）の減免申請を行う場合は、次の書類等を提出して下さい。

◆ 1
2
3
4

5

◆ 6

◆

◆ 7 　常時介護証明書

8 　住民票謄本（世帯全員の身体障害者手帳等のコピーをあわせて添付する）

※申請書類等について、下記へお問い合わせください。
〒 ９０１－２１３４ 〒 ９０６－００１２ 〒 ９０７－０００２
　浦添市字港川５００番地の１０ 　宮古島市平良字西里１１２５番地 　石垣市字真栄里４３８番地の１

　　　　　 　沖縄県自動車税事務所・課税班 　沖縄県宮古事務所・県税課 　沖縄県八重山事務所・県税課
　　　　　 　TEL ０９８－８７９－１６２７ 　TEL ０９８０－７２－２５５３ 　TEL ０９８０－８２－３０４５
　　  　　 　FAX ０９８－８７９－１６３０ 　FAX ０９８０－７３－４１１５ 　FAX ０９８０－８２－２０４４

身体障害者等（身体障害者等のみで構成され
る世帯に限る。）が取得し、又は所有する自動車
を当該身体障害者等のために当該身体障害者等
を常時介護する者が運転する場合は、提出書類
１～５の書類等に加え、右7～8の証明書が必要
となります。

市福祉事務所 ・各町村担当福祉課 ・所轄の県福祉保健所（精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている者のみ。）が発行します。

自　動　車　税（種別割・環境性能割）　減　免　申　請　の　必　要　書　類

本人が運転する場合

常時介護者が運転す
る場合

自動車検査証のコピー（減免車両の入替の場合は、現に減免を受けている自動車の【抹
消】又は【移転後】の検査証のコピーも必要）
印鑑（認印でもよい）

提　　　　出　　　　書　　　　類　　　　等

当該身体障害者等と生計を一にする者が取得
し、又は所有する自動車を当該身体障害者自身
が運転する場合は、提出書類１～５の書類等に
加え、右の証明書が必要となります。

生計同一者が運転す
る場合

本人が運転する場合

市福祉事務所 ・各町村担当福祉課 ・所轄の県保健所（精神障害者保健福祉手帳の交
付を受けている者のみ。）が発行します。

※精神障害者保健福祉手帳で減免申請をする方で、那覇市の方は那覇市の障がい福祉
課で常時介護証明書を発行します。

生計同一証明書身体障害者等が取得し、又は所有する自動車
（当該身体障害者等と生計を一にする者が取得
し、又は所有する自動車を含む。）を当該身体障
害者等のために当該身体障害者等と生計を一に
する者が運転する場合は、提出書類１～５の書
類等に加え、右の証明書が必要となります。

運　　転　　者

自動車税種別割減免申請書（その２）及び自動車税環境性能割減免申請書（その２）

自　動　車　の　要　件

運転者の自動車運転免許証のコピー（裏表）
身体障害者手帳、戦傷病者手帳 又は療育手帳の原本とコピー（裏表）

身体障害者等が取得し、又は所有する自動車を
当該身体障害者自身が運転する場合は、右の１
～５の書類等が必要です。

※精神障害者保健福祉手帳で減免申請をする方で、那覇市の方は那覇市の障がい福祉
課で生計同一証明書を発行します。

※療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を保有

の場合は、本人運転の申請はできません。

「本人運転」かつ

「本人所有」

「生計同一者運転」かつ

「本人所有または

生計同一者所有」

「本人運転」かつ

「生計同一者所有」

「常時介護者運転」かつ

「本人所有」



　

　

★身体障害者等減免申請対応フローチャート

スタート

いいえ

は
い

車の区分は自家用車である

いいえ身障者本人所有かつ本人運転

次のいずれかに該当する
・本人所有で生計同一者運転
・本人運転で生計同一者所有

・生計同一者が所有及び運転

いいえ

いいえ
障害者のみで構成された
世帯である
※減免等のしおり参照

車の所有者は障害者本人である

は
い

非

該

当

運転者は生計同一者ではないが
常時介護者である
※市町村の証明書が必要

は
い

は
い

常時介護者運転の申請必要

書類を説明

（１，２，３，４，５，６）

※生計同一証明書ではなく
常時介護証明書

生計同一者運転の申請必要

書類を説明

（１，２，３，４，５，６）

本人運転の申請必要

書類を説明

（１，２，３，４，５）

★審査前に確認★
・軽自動車は環境性能割のみが該当

・車検有効期間内である

・障害者手帳を所持している

・現在減免を受けているか（軽含む）

・減免したい車両は登録済又は新たに登録するのか

・割賦契約の場合、使用者が納税義務者であること

・営業用車両は対象外

・リース契約車両は対象外

は
い

は
い

いいえ

いいえ

いいえ

は
い

非
該
当

非
該
当

いいえ

いいえ

障害者等級の対象範囲
に該当する
※減免等のしおり参照

生計同一の証明が可能
※市町村が証明書発行（同居でも証明

不可の場合もあり。市町村の判断）

は
い

は
い

障害者等級の対象範囲
に該当する
※減免等のしおり参照



２　申請書の提出先等

申請書の提出先 申請書の提出期限

（申告の翌月から月割で算
出した額）

・自動車税事務所

 ・各県税事務所

区　　分

４月１日～納期限内で
申請した場合
納期限を過ぎた場合翌
年度の納期限日まで

４月１日（午前０時）前より所有
している

新
規
登
録 登録の日

翌年度の納期限日まで

自動車を
所有して
いる場合

①所有権移転登録
（取得税がかかるとき）

自動車を
新規取得
した場合

①所有権移転登録
（取得税がかからない）

① 新車新規登録
② 中古新規登録
③ 管轄変更(転入)登録
④ その他登録の際に
課税されるもの

翌年度の納期限日まで

変
更
登
録

自動車税事務所

４月１日（午前０時）後に所有

・自動車税種別割（現年度）

・自動車税種別割（翌年度）

・自動車税環境性能割

減免対象税（全額）

・自動車税種別割

・自動車税種別割（翌年度）

・自動車税種別割（翌年度）

・自動車税環境性能割


